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本日、ご議論いただきたいこと

１ 取組を進めるエリア区分について
エリア設定が適切で取組と連動しているか など

２ エネルギー施策の取組の方向性について
必要な取組が網羅されており、過不足等がないか など
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部会の検討テーマ（案）

振り返り、課題認識、見直しの視点の整理第１回

令和６年度 基本方針、目標、取組の方向性第２回

骨子案第３回

素案第１回
令和７年度

計画案、推進体制第２回

パブコメ庁内合意形成議会中間報告

議会
中間
報告

振り返り、課題認識、
見直しの視点の整理 基本方針、目標、取組の方向性
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計画案、推進体制

⑥
▼
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④
▼

策定
▼
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▼

※Ｒ６年度第４回は、推進委員会単独での開催を予定

⑴ 第２回エネルギー部会の振り返り（見直しのスケジュール（案））

現行プラン
進捗管理

１ 第２回エネルギー部会の振り返り
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１ 第２回エネルギー部会の振り返り

⑴ 第２回エネルギー部会の振り返り
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論点①：区域設定・都心の構造について

新たな計画における「計画対象区域」はひし
形の範囲に設定

エネルギー利用に関する数値管理を行うた
めの「進捗管理を行う区域」を別途設定

都心の構造の一つとして、エリア特性に応じ
た「エネルギー施策の方向性」を設定

論点②：目標実現に向けた基本的な考え方について

論点③：取組の方向性について

対策①～⑥に対するこれまでの主な取組と「見直しのポイント」を提示

【第２回部会（11/25開催）の論点】

ゼロカーボン

⑤
誘
導

⑥
実
績
評
価

⑤
誘
導

⑥
実
績
評
価

新築 既存

①建物の省エネルギー化

②エネルギーの面的利用

③再生可能エネルギー利用

④オフセット

図１：計画対象区域 図２：進捗管理を行う区域

２０５０ゼロカーボンの達成に向け、これま
での対策①～③に、④～⑥を追加すること
に加え、既存建物への取組を強化

【主なご意見】

■エリアや目標設定の根拠の整理

• エリアを広げる必要性等を示すべき

• 脱炭素化に向けたイメージは市民や企業に理
解していただく上で重要 など

■新たに対象区域に含まれるエリアの取扱い

• エリア設定と取組はセットで考える必要

• すすきのエリアなど、これまで対象としてこな
かったエリアの取扱いの整理が必要

• 新たに含まれるエリアでは住宅も多いと思われ
るため、そこでの対策も検討する必要

• 細かいエリアの分析が必要 など

■オフセットの取扱い

• オフセットを対策①～③と同列として扱うこと
への疑問

• 質の高いクレジットを活用したオフセットは当
面の取組として重要 など

■その他具体の取組について

• モニタリングについては、事業者への過度な負
担とならないような配慮が必要

• エネルギーの面的利用の拡大に向けては需要
密度を高めることが重要 など
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２ 新たな計画の骨子（案）について

第１章 計画の目的と位置づけ

序章 計画策定の背景

第２章 現状と課題

第３章 理念・目標と都心の構造

第４章 取組の方向

第６章 取組の進め方

３.１ 都心まちづくりの理念と目標

世界が憧れ、市民が誇れる
札幌・北海道の都心

理
念

３.２ 都心の基本構造

目標１

多様なひと・も
の・ことが集ま
り新たな産業・
文化・交流がう

まれる都心

目標２

四季を通じて
居心地がよく
歩きたくなる

都心

目標３

気候風土に即し
た先進的な取組
により脱炭素
化・強靭化が進

む都心

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（１）目標１の実現に向けた
取組の方向

４.２ 都心の骨格構造の強化に向けた
取組の方向

第５章 重点的に進める取組

（１) 骨格構造 （２) エネルギー施策のエリア区分

本日、計画骨子
として

お示しする部分

ア 土地利用の状況
イ エネルギー利用の状況
ウ エネルギー施策のエリア区分

の設定

（仮称）第３次都心まちづくり計画 計画構成（案）

（２）目標２の実現に向けた
取組の方向

（３）目標３の実現に向けた
取組の方向
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序 章 計画策定の背景

第１章 計画の目的と位置づけ

第２章 現状と課題

第３章 理念・目標と都心の構造
３．１ 理念と目標

（１）都心まちづくりの理念

（２）都心まちづくりの目標

目標１ 多様なひと・もの・ことが集まり新たな産業・文化・交流がうまれる都心

目標２ 四季を通じて居心地がよく歩きたくなる都心

目標３ 気候風土に即した先進的な取組により脱炭素化・強靭化が進む都心

３．２ 都心の基本構造

（１） 骨格構造

（２） エネルギー施策のエリア区分

第４章 取組の方向
４．１ 目標の実現に向けた取組の方向

（１） 目標１の実現に向けた取組の方向

（２） 目標２の実現に向けた取組の方向

（３） 目標３の実現に向けた取組の方向

４．２ 都心の骨格構造の強化に向けた取組の方向

第５章 重点的に進める取組

第６章 取組の進め方

（仮称）第３次都心まちづくり計画の目次（案）

目標１

目標２

目標３



第３章 理念・目標と都心の構造

３.１ 理念と目標

（２）都心まちづくりの目標
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２ 新たな計画の骨子（案）について

数値目標
2050年のCO２排出量実質ゼロ
≪2013年度比で100%削減≫

都心におけるCO2排出量の推移と数値目標との比較

まちづくりとエネルギー施策の一体的な取組の展開により、将来に渡り発展し続けるとともに
安全・安心な都市活動を支え、世界から信頼される持続可能な都心を実現します。

（仮称）中期アクションプログラム
において中間目標を設定

２０５０年のCO2排出量実質ゼロの達成
に向けては、今後策定予定の「（仮称）中
期アクションプログラム」において中間目
標を設定し、社会情勢の変化に応じて取
組を強化しながら着実に脱炭素化を推進。

国の削減目標の基準年度
（2013年度）と整合

t
-
CO

2/

年
気候風土に即した先進的な取組により脱炭素化・強靭化が進む都心目標３



第３章 理念・目標と都心の構造

３.１ 理念と目標

（２）都心まちづくりの目標
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２ 新たな計画の骨子（案）について

＜現行の都心エネルギーマスタープランにおける「低炭素」の評価（参考）＞

• 現行の都心エネルギーマスタープランでは、「低炭素」の目標として「2050年までに建物から排出されるCO2を
2012年比で８０％削減」を設定。

• この数値目標について、「都心エネルギーアクションプラン後半期間編2024-2030」 （２０２４年7月策定）におい
てCO2排出量を推計した結果、2050年に８８％削減見込みであり目標は達成される見込み。

• 一方、２０５０年ゼロカーボンの実現に向けては、さらなる取組の強化が必要。

(年）

都
心
の
CO

2排
出
量

(t-CO2/年)

（都心のCO2排出量の推計）

2012年調査：878,600

2030年推計：489,000
※2012年比 約44％減（予測）

2050年推計：108,000
※2012年比 約88％減（予測）

2019年調査：756,606
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序 章 計画策定の背景

第１章 計画の目的と位置づけ

第２章 現状と課題

第３章 理念・目標と都心の構造
３．１ 理念と目標

（１）都心まちづくりの理念

（２）都心まちづくりの目標

目標１ 多様なひと・もの・ことが集まり新たな産業・文化・交流がうまれる都心

目標２ 四季を通じて居心地がよく歩きたくなる都心

目標３ 気候風土に即した先進的な取組により脱炭素化・強靭化が進む都心

３．２ 都心の基本構造

（１） 骨格構造

（２） エネルギー施策のエリア区分

第４章 取組の方向
４．１ 目標の実現に向けた取組の方向

（１） 目標１の実現に向けた取組の方向

（２） 目標２の実現に向けた取組の方向

（３） 目標３の実現に向けた取組の方向

４．２ 都心の骨格構造の強化に向けた取組の方向

第５章 重点的に進める取組

第６章 取組の進め方

（仮称）第３次都心まちづくり計画の目次（案）

目標１

目標２

目標３



第３章 理念・目標と都心の構造

３.２ 都心の基本構造

（２）エネルギー施策のエリア区分
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２ 新たな計画の骨子（案）について

ア 土地利用の状況

① 延べ面積
• 札幌駅周辺から大通周辺にかけて建物の延べ面積が大きく、今後も高度な土地利用が図られることが想定される。
• 創成東地区においては、延べ面積が大きく増加しており、特に大通以北については、今後も北海道新幹線の札幌延伸

を見据えた開発機運の高まりによる、延べ面積の増加が想定される。

創成東地区（大通以北）において建替更新
が増加傾向

街区毎の延べ面積の伸び率[％]
（2023年/2013年）

100%

107%

100% 103% 99%

104% 106% 100%

161% 107% 102% 100%

100% 104%

97% 95%

137%

101% 100% 117% 100% 132% 100%
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 200%～104%
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103% 110%
117%

185% 108% 153% 113% 72% 126% 111%
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97% 101% 102%
235%

94% 113%
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109%

99% 112% 103% 123% 112%

101% 125% 117% 100% 97%

101% 115% 102% 100% 101% 114%

116% 106% 148% 114%
156% 98%

97% 102% 125%
104%

133% 100% 150% 103% 130% 100%

109% 105% 129% 98%

101% 117% 105% 127% 119% 114%

107% 100% 99% 111%

101% 101%

110%

135% 103%

103%

80% 95% 103% 103% 97% 100% 137% 101% 100%

121%
100% 107% 110% 226% 103%

108% 153%

112% 102% 100% 126% 127%

100% 102% 108% 100% 226%

103%

96% 92% 111% 137%

87% 142% 104% 103% 101% 350%

113% 100% 0% 105%

54% 104% 114%
269% 92% 110%

231% 165% 109%

100% 100% 108% 106% 107% 118% 139%

123% 542%

80%

92% 114% 98% 100% 118% 100% 136%

113%
100% 100%

234% 101%
100% 100% 100% 136% 105%

217% 124%

100% 99% 100% 100% 0% 101% 96% 100%

0% 114% 100% 148% 348%

107% 180% 100% 336%

100% 129% 100% 100% 2183% 101%

121% 105%

 0～100%

 100%～125%

 125%～150%

 150%～175%

 175%～200%

 200%～

37,277

9,944

47,610 46,862 78,500

19,429 39,840 44,108

57,113 79,168 91,147 83,819

79,220 123,089

11,801 3,192

15,935

16,234 18,564 26,736 43,355 27,385 34,561

28,949

24,077

21,636

 ～30,000

 30,000～60,000

 60,000～90,000

 90,000～120,000

 120,000～150,000

 150,000～

2023年 延床面積

単位：㎡/街区

54,430
23,037

32,050 111,556

60,702 67,232
65,747 46,941 21,798 38,983

64,298 35,974 30,032 42,280

23,246 26,947 40,454

13,856

31,071 40,287 36,135 31,460 26,433 34,417 50,741 33,598

9,231 8,500

40,878

32,587 44,322 36,336 46,552 35,691 77,794

30,575

56,250 55,846

64,834 62,091 51,234
13,747

34,949 10,968

59,846 69,329

44,711
10,598

16,045 22,141

51,096 18,915 29,433 53,947 52,552

46,730 69,436 68,176 54,465 55,479 61,023

56,816 23,779 22,357

5,19624,392 32,864 2,651

31,765 51,179 33,688 34,274 43,515

34,533 22,286 26,411

28,768 42,471 44,376 47,029 34,644 55,173

78,684 92,250 73,814 63,765

23,802 37,466

48,204

16,574 48,862

35,230
36,244

25,233

8,419

23,751 23,609 30,232 46,779 29,305 38,810 52,970 57,708 51,859

14,165 32,410
24,846 62,974 49,691

28,120

48,015 43,038 58,679 64,656 74,465 71,483

27,511

36,617

34,453 52,693 49,113 33,837

91,904 128,698 140,709 173,233 128,660 154,419

63,886 77,498 77,527 60,008 61,111

37,947

35,866 48,556 43,062 33,034

79,286 80,333
56,678 56,063 68,835

54,669 34,798 41,695

14,113

70,318 7,732

16,567 30,160

24,901

73,168 115,331 78,428 80,197 79,253 40,886 38,349 28,391 76,102 0 41,408

80,700

77,247 85,106 85,046 33,655 40,027 33,207 13,018 47,712

5,552 12,283

36,589 6,287
28,878 97,783 83,243 76,290 44,256 9,352 49,751

55,144 33,592

61,055 75,422 82,013 374,360 0 15,205 43,464 28,445
17,587

0 76,288 85,683 30,939 30,557

58,792 44,433 44,533 78,715

24,991 63,625 106,314 53,090 112,843 25,328

43,273 27,228

街区毎の延べ面積[㎡] 
（2023年）

札幌駅周辺から大通周辺にかけては今後も
高度な土地利用が想定される

札幌駅

大通公園

創
成
川

札幌駅

大通公園

創
成
川



第３章 理念・目標と都心の構造

３.２ 都心の基本構造

（２）エネルギー施策のエリア区分

② エリア区分において考慮すべき区域
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２ 新たな計画の骨子（案）について

• 都市再生緊急整備地域

都市再生特別措置法により、都市の再生の拠点として、都市開発事
業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域。

• 特定都市再生緊急整備地域

都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な
施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都
市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域。

<上記地域に位置付けられているエネルギー関連の取組事項>

「自立・分散型エネルギー供給拠点の整備」

「冷熱・温熱等の供給ネットワークの活用」

「外気を活用した冷房等の省エネルギー対策」

「防災性の向上や環境負荷の低減に寄与する都市開発事業の促進」

など

※平成２５年７月指定

都市再生の動向と連動した施策展開が必要

ア 土地利用の状況



第３章 理念・目標と都心の構造

３.２ 都心の基本構造

（２）エネルギー施策のエリア区分
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２ 新たな計画の骨子（案）について

① CO2排出量及び建物の用途構成
• 札幌駅北口から国道36号線の間のエリアにおいて非住宅用途（業務、商業、宿泊等）の建物が集積しており、

ＣＯ２排出量が突出して多い。
• 一方、創成以東や大通公園西エリア周辺においては、CO2排出量が全般的に少ない。

札幌駅北口から国道36号線にかけてCO2排出量が多い

2,286

722

3,162 3,245 6,069

1,289 2,834 4,022

5,141 6,227 7,151 7,614

5,275 8,972

2,753 677

916

1,155 1,353 1,887 2,976 2,402 2,519

2,110

2,123

1,272  ～1,250

 1,250～2,500

 2,500～3,750

 3,750～5,000

 5,000～6,250

 6,250～10,000

 10,000～

2023年CO2排出量

単位：t-CO2/街区

1,533 5,720 6,583 3,870 7,059 1,710

2,773 3,273

0 6,403 6,066 1,756 2,227

5,389 3,577 9,146 6,235

827

7,303 2,351

6,325 6,107 7,571 34,132 0 1,108 2,647 1,859
1,282

405 1,083

2,357 390
2,153 8,791 6,570 5,400 2,937 485 2,811

613

983 2,368

1,536

5,334 12,627 6,015 6,877 7,603 2,699 2,325 2,396 6,939 0 2,558

5,883

5,660 6,997 7,773 3,944 2,359 2,016 970 2,860

3,332 2,688 2,327

7,551 5,402
7,578 6,999 5,208

4,677 2,315 2,596

2,261 3,367 2,060 2,697 4,102 4,632 4,323

2,022

6,405

4,919 5,690

1,730

2,195

2,566 3,388 3,297 3,441

7,378 11,079 12,575 12,924 11,237 11,433

3,939 6,752 5,567 4,580 5,232

2,766

2,614

1,999
1,640 3,922 3,454

1,716

4,306 3,712 5,216 5,759

1,356 1,493

1,829 2,531 4,134 3,266 2,237 4,110

6,253 8,227 6,375 5,212

1,620 2,688

4,097

1,044 2,969

3,194
3,106

1,601

580

2,235 1,685

1,008

1,371

3,231 1,364 1,687 4,108 5,075

4,420 5,984 6,129 4,842 5,297 4,007

3,910 1,450 1,510

1,546 2,023 173

1,889 2,991 2,015 2,667 4,113 5,352

2,547 4,122 3,071 4,200 2,730 5,563

2,172

557 480

5,102

2,868 638

5,464 6,409

3,168
628

1,502 1,565 2,639

1,058

2,699 2,710 2,541 2,162 2,365 3,287 4,502 3,100 3,389

298

6,570 5,754 4,933
1,274

1,559

3,377
1,878

3,320 9,033

3,697 6,206
4,738 4,343 1,389 2,229

4,561 2,668 2,965 2,899

札幌駅

大通公園

創
成
川

街区毎のCO2排出量[t-CO2/年]
（2023年）

地区ごとの用途構成及びCO2排出量の比較（2023年）
円の大きさは地区ごとのCO2排出量を示す

業務

商業

宿泊

共同住宅

専用住宅

その他

病院

教育

文化

（凡例）

札幌駅

大通公園

創
成
川

国道36号線 国道36号線

イ エネルギー利用の状況



第３章 理念・目標と都心の構造

３.２ 都心の基本構造

（２）エネルギー施策のエリア区分
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２ 新たな計画の骨子（案）について

② 地域熱供給の状況
• 札幌の都心部では、1972年の冬季オリンピック開催に向けたばい煙対策を契機に地域熱供給が導入され、現在も重要なエ
ネルギー供給インフラとして機能。

• ２０００年代以降は、天然ガスコージェネレーションシステムの導入や木質バイオマスなど活用により、都心の低炭素化と強靭
化が進展。

• 近年では、エネルギー利用の効率化（エネルギーセンター間の導管連携など）やエネルギーセンターにおけるカーボン・オフ
セット都市ガスの導入など、熱供給ネットワークの脱炭素化に向けた取組が進められている。

• 熱供給エリアのCO2排出量は都心全体の中でも多く、今後もネットワークインフラを活用した脱炭素化の取組が重要。

熱

熱電 エネルギーセンター
（コージェネレーション）

エネルギーセンター
（熱のみ）

高温水導管

冷水導管

熱供給エリア
（札幌エネルギー供給公社）

熱供給エリア
（北海道熱供給公社）

温水導管

エネルギーセンター
（計画中）

熱供給エリア
（北海道ガス）

都心における地域熱供給の整備状況
熱供給ネットワークインフラ
の活用

イ エネルギー利用の状況



第３章 理念・目標と都心の構造

３.２ 都心の基本構造

（２）エネルギー施策のエリア区分
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２ 新たな計画の骨子（案）について

土地利用やエネルギー利用の状況から得られた以下の視点を踏まえ、エネルギー施策を進めるためのエリアを設定。

都心のエネルギー利用に関する進捗管理を行う区域
として、小規模な建物や既存の建物も含めて脱炭素
化を促進するエリア

建物の更新や面的開発の機会を捉え、最適な手法
の組み合わせにより脱炭素化を推進するエリア

既存の熱供給ネットワークインフラの積極的
な活用による脱炭素化の実現と強靭性の確保
により、世界から信頼される持続可能な都心
に向けた取組を先導するエリア

創
成
川

大通公園

札幌駅

熱供給ネット
ワークインフラ
の活用

札幌駅北口から国道36
号線にかけてＣＯ２排
出量が多い

都市再生の動向
と連動した施策
展開が必要

創成東地区（大通以
北）において建替更
新が増加傾向

エリア区分

札幌駅周辺から大通周辺
にかけては今後も高度な
土地利用が想定される

脱炭素化促進エリア

脱炭素化推進エリア

脱炭素化・強靭化先導エリア

:熱供給エリア（札幌エネルギー供給公社）
:熱供給エリア（北海道熱供給公社）

ウ エネルギー施策のエリア区分の設定
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序 章 計画策定の背景

第１章 計画の目的と位置づけ

第２章 現状と課題

第３章 理念・目標と都心の構造
３．１ 理念と目標

（１）都心まちづくりの理念

（２）都心まちづくりの目標

目標１ 多様なひと・もの・ことが集まり新たな産業・文化・交流がうまれる都心

目標２ 四季を通じて居心地がよく歩きたくなる都心

目標３ 気候風土に即した先進的な取組により脱炭素化・強靭化が進む都心

３．２ 都心の基本構造

（１） 骨格構造

（２） エネルギー施策のエリア区分

第４章 取組の方向
４．１ 目標の実現に向けた取組の方向

（１） 目標１の実現に向けた取組の方向

（２） 目標２の実現に向けた取組の方向

（３） 目標３の実現に向けた取組の方向

４．２ 都心の骨格構造の強化に向けた取組の方向

第５章 重点的に進める取組

第６章 取組の進め方

（仮称）第３次都心まちづくり計画の目次（案）

目標１

目標２

目標３



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

気候風土に即した先進的な取組により
脱炭素化・強靭化が進む都心

目 標 ３

④強靭な都心の構築

⑤
誘
導

⑥
実
績
評
価

新築 既存

①建物の省エネルギー化

②エネルギーの面的利用

③再生可能エネルギー利用

（オフセット）

※①～③毎の削減割合については、検討中

基本方針

• 目標達成に向けたCO2排出量の削減手法として「①建物の省エネルギー
化」「②エネルギーの面的利用」「③再生可能エネルギー利用」を位置付け、建
物の立地、規模、用途構成などに応じて、最適な手法の組み合わせにより都
心の脱炭素化を推進。

• 一方、現時点においては①～③の削減手法だけでは脱炭素化の実現が困難
なことから、ゼロカーボンを達成するための不足分を補うため、当面の間の
手法として「オフセット」を位置付け。

• 計画期間中（20年以内）の建替え予測を踏まえ、既存建物への取組を強化。

１ 最適な手法の組み合わせによる脱炭素化の推進

３ 先進的な取組の誘導と適切な進捗管理

２ 誰もが安全・安心に都市活動を行える強靭な都心の構築
• 誰もが安全・安心に都市活動を行えるよう「④強靭な都心の構築」を位置付け、

まちづくりとエネルギー施策が連携した取組により強靭化を推進。

• 建物の特性に応じた効果的な取組の「⑤誘導」と適切な「⑥実績評価」により
取組の実効性を確保。

建物における目標実現に向けた取組イメージ

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

＜都心の建替え予測＞※新たな計画の中では、第2章における「都心の現況」等で整理予定

＜LCCO2に関する考え方と国内の動向＞

• 今後、計画期間中（２０年以内）に、都心内の約８割程度の建物につい
て建替えや設備改修等が行われる見込み。

２０４５年時点で築６０年を超える建物が約３８％
２０４５年時点で築３５年～６０年の建物が約４３％

• 「第6次環境基本計画（2024年策定）」において、建築物分野に関連する取組の一つとして
「建築物の建築時、運用時及び廃棄時に発生するLCCO2の削減」や「炭素貯蔵に寄与し持
続可能な低炭素材料である木材の利用促進」を位置付け。

• LCCO2の削減に向けて、２０２４年10月に（一財）住宅・建築SDGｓ推進センターが「建築物
ホールライフカーボン算定ツール（Ｊ－ＣＡＴ）」を公表。

• 一方、国による評価手法が確立されていないことから、本計画の策定時においてはLCCO2
の削減に関する数値目標等は定めず、今後の国の動向を踏まえて反映。

• LCCO２の削減の効果的な取組の一つである「木材の利用」については景観形成やウェル
ビーイングの向上、道産木材が活用されることによる道内の林業や木材産業の振興などに
も寄与することから、札幌市としての取組を検討。

林野庁「建築物への木材利用に係る評価ガイダンス」より引用

都心における建物の建築年の状況



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

基本方針１ 最適な手法の組み合わせによる脱炭素化の推進

建替更新・改修時の徹底した省エネ化の推進

• 建替更新や改修時における省エネ化（ZEB、
ZEH-M、ZEH水準の確保）

• 建物の立地、規模、用途構成などに応じた効果
的な省エネ設備の導入拡大

• 新築建物に加えて既存建物へのBEMS導入拡大

≪既存建物への取組≫
• 既存建物についてBEMSの導入や効果的な省エネ改修
（ZEB改修等）を誘導 など

≪新たな手法の位置づけ≫
• 現行マスタープランに明記されていないヒートポン
プ等の取組について明記

など

（仮称）中期アクションプログラムにおける取組イメージ

＜立地・規模・用途構成に応じた効果的な省エネ設備の例＞

• 個々の建物において排熱利用による平時
のエネルギー利用効率の向上に寄与。

• 災害等により万が一系統電力が途絶した
場合においても、電力の供給継続により
強靭化にも有効。

• 給湯や暖房等の熱需要の大きい建物用
途での活用を想定。

電気 熱

マイクロコージェネレーション
システムのイメージ

マイクロコージェネレーションシステムヒートポンプ

• 大気中の熱などを利用することにより、少
ないエネルギーで効率的に冷暖房や給湯を
行うことが可能。

• 動力源として電力（EHP）とガス（GHP）に
大別される。

• 様々な規模、用途の建物での活用を想定。

ヒートポンプによる暖房のイメージ

取組の方向

１－１
脱炭素化
促進エリア

脱炭素化・強靭化
先導エリア

脱炭素化
推進エリア

取組を進め
るエリア区分



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

• 大規模開発と連動したエネルギーセンターの
整備による冷温水熱供給ネットワークの拡大

• 複数のエネルギーセンター間の連携に向けた熱
導管の拡充

• 冷温水熱導管ネットワークへの接続の推進と
導管の整備拡充

• 既存の熱導管への接続が難しい地域において
は拠点型熱供給などを推進

• エネルギーセンターへの新技術の導入（ICT
活用による高効率化など）

• エネルギーセンターにおける熱の脱炭素化

• エネルギーセンターにおけるカーボン・オフセット都市ガス
への切替え

など

（仮称）中期アクションプログラムにおける取組イメージ

＜ICT活用によるエネルギーセンター効率化の例＞

エリアエネルギーマネジメントシステム（AEMS）

• 地域全体のエネルギー消費をリアルタイムで監視・管理することに
より全体最適を図り、効率的にエネルギーを利用。

変温度供給システムの構築

• 気象条件等に応じて熱供給温度を変化させ、熱源機器の運転負荷
を抑制することにより、運転効率を向上。

基本方針１ 最適な手法の組み合わせによる脱炭素化の推進

取組の方向
※脱炭素化促進エリアにおいても大規模開発が見込まれる場合には

拠点型熱供給などの取組を推進。

エネルギーの面的利用の更なる拡大と効率化１－２ 脱炭素化
促進エリア※

脱炭素化・強靭化
先導エリア

脱炭素化
推進エリア

取組を進め
るエリア区分



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

• オンサイトでの再エネ導入（太陽光発電、
太陽熱など）

• オフサイトPPAによる再エネ電力の導入

• 道内自治体との連携による再エネ電力の
導入

• エネルギーセンターへのバイオマスなど
の再エネ利用の拡大

• 当面の間の有効な手法としての再エネ由
来クレジット等を活用したCO2オフセット

• 再エネに由来する水素エネルギーの都心
への導入検討

• 都心の特性に応じた再エネ導入の手法として建材一体型太陽光
発電設備やペロブスカイト太陽電池などの新技術の導入促進

• 再エネ由来水素の具体的な導入方策の検討
など

（仮称）中期アクションプログラムにおける取組イメージ

基本方針１ 最適な手法の組み合わせによる脱炭素化の推進

取組の方向

＜共同住宅の脱炭素化の取組例＞

• 一括受電とは、共同住宅において、住戸毎の個別の電力契約ではなく
管理組合等が建物全体で一括して電力契約を結び、各住戸に電力供給
する方式

• 一括受電方式により再エネ１００％電力を導入することで建物全体と
して使用する電力を一斉に脱炭素化することが可能

一括受電方式

脱炭素化
促進エリア

脱炭素化・強靭化
先導エリア

脱炭素化
推進エリア

取組を進め
るエリア区分先進技術を活用した再生可能エネルギーの導入１－３



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向
（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

エリア区分毎の取組の考え方

<支援策の例（現行の支援策）>
• ZEBセミナー
• ZEB、ZEH-M設計支援
• 暖房・給湯機器のエネルギー源転換の促進
• 札幌市住宅エコリフォーム補助制度
• 札幌版次世代住宅（ZEH相当以上の住宅）の普及
• 再エネ省エネ機器導入補助制度
• 既存集合住宅省エネ改修コンサルタント派遣事業

など

１－１～１－３で示される取組の方向を踏まえたエリア区分毎の取組の考え方を示します。

熱供給ネットワークインフラへの接続
大規模開発等と連動したエネルギーセンターの整備
複数のエネルギーセンター間の連携に向けた熱導管の拡充
エネルギーセンターの脱炭素化に向けた新技術の導入

建物の立地・規模・用途構成等に応じた脱炭素化の取組を誘導
比較的大規模な開発については、個々の建替え時における徹底
した省エネと太陽光発電設備の導入によりZEB・ZEH-M化を誘導
小規模な建物については、ZEB・ZEH-M・ZEH化や省エネ改修等に
係る支援策を効果的に活用

面的開発が検討される場合は、複数街区間で最適なエネルギー
利用がなされるよう拠点型熱供給等を誘導

基本方針１ 最適な手法の組み合わせによる脱炭素化の推進

脱炭素化促進エリア

個別的な建替えや改修が進展

都市再生に寄与する都市開発が進展

脱炭素化推進エリア

熱供給ネットワークインフラの活用 都市開発が活発

脱炭素化・強靭化先導エリア

様々な都市機能の集積



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

２－１ 経済活動の機能維持

２－２ 非常時における来街者やワーカーの安全確保

２－３

• 分散電源比率を増やし非常時の自立機能を強化

（仮称）中期アクションプログラムにおける取組イメージ
• コージェネレーションシステムの導入誘導
• 非常用発電機の導入誘導

など

• 一次滞在施設への電力・熱・水の供給継続

エリアマネジメントによる災害への対応力強化

• エリアマネジメントによる防災体制の強化

（災害時のエネルギー供給に係るルールづくり等）

＜現行マスタープランにおける「強靭」の評価（参考）＞

• 現行の都心エネルギーマスタープランにおいては「強
靭」に係る目標として「2050年までに都心強化先導エ
リアの分散電源比率を30％以上」を設定。

• これに対して2024年時点における分散電源比率は約
19％

• また、現在計画中の建物を含めると約28％となり、概
ね達成される見込み。

都心強化先導エリアにおける分散電源比率の見込み
自立分散電源（３３,４５２ｋW） ÷ 契約電力推計（１２０,８４５kW）

＝２８％

検討会の議論を踏まえ再調整の可能性あり

都心強化先導エリア

大通

駅
前
通

西
２
丁
目
線

創
成
川

札幌駅

豊平川

国道36号線

創成イースト
北エリア

創成イースト
南エリア

都心商業
エリア

大通・創世
交流拠点

札幌駅
交流拠点

基本方針２ 誰もが安全・安心に都市活動を行える強靭な都心の構築（案）

エネルギー分野における取組の方向

エネルギー分野における取組の方向

エネルギー分野における取組の方向

都心強化先導エリア現行計画の対象区域



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

３－１ 建物の特性に応じた効果的な取組誘導

• 「札幌都心Ｅ！まち開発推進制度」における事前協議の運用改善

（建物の立地、規模、用途構成などに応じた誘導を可能とするための対象範囲

や評価方法等の再検証）

• 既存建物の改修等を促す方策の導入

（仮称）中期アクションプログラムにおける取組イメージ

≪既存建物≫
• 「札幌都心Ｅ！まち開発推進制度」における既存建物の対象範囲の拡充を検討
• 初期段階における検討を支える支援方策の検討（ZEBプランナーの紹介制度や省エネ診断の推進等）
≪新築建物≫
• 「札幌都心Ｅ！まち開発推進制度」の協議対象の拡大（面積要件がない対象範囲の拡大）
≪共通≫
• 「札幌都心Ｅ！まち開発推進制度」における評価方法の再検証
• 容積率緩和によらない支援制度の検討

など

基本方針３ 先進的な取組の誘導と適切な進捗管理

取組の方向



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

３－２ 着実に脱炭素化を推進するための実績評価

（仮称）中期アクションプログラムにおける取組イメージ

≪評価手法≫
建物における目標実現に向けた取組イメージ（P.19）に示す「①建物の省エネルギー化」「②エネルギーの面的利用」
「③再生可能エネルギー利用」の効果を検証

≪協議対象≫
モニタリングの観点から「札幌都心Ｅ！まち開発推進制度」における協議対象の範囲を見直し

• 「札幌都心Ｅ！まち開発推進制度」における運用実績報告によるCO2削減量のモニタリング
及び公表

• モニタリング結果を適切に評価し追加施策を検討

• 特に優れた取組を実施する建物の認定及び公表

基本方針３ 先進的な取組の誘導と適切な進捗管理

取組の方向



第４章 取組の方向

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（３）目標３の実現に向けた取組の方向
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２ 新たな計画の骨子（案）について

＜札幌都心Ｅ！まち開発推進制度について（参考）＞
■制度概要
• 札幌都心での建物建替えや増築などの開発計画において、事業者と札幌市が協働し、都

心の目標の達成につなげるための制度として、2022年5月より運用開始。

• 事業者は「脱炭素化」「強靭化」「快適性向上」につながる取組について計画の早い段階で
札幌市へ事前協議を行うとともに、建物を使用し始めてからのエネルギー消費量や計画
内容について運用実績報告を行うもの。

• 対象区域内において建築物の新築・増築・改築及び大規模修繕等を行う建物のうち、延べ
面積が5,000㎡を超えるものが対象。

• 「都心強化先導エリア」においては面積によらず対象。

• 「札幌都心Ｅ！まち開発推進制度」の運用開始と合わせて、「都心における開発誘導方針」
の改定を行い、都心の脱炭素化に資する取組について、容積率の緩和幅を拡大するなど
の変更を行い、まちづくりと連動した効果的な取組誘導を推進。

■事前協議実績
• 累計22件（２０２４年12月時点）

■運用実績報告
• 累計０件（2024年１２月時点）

■認定制度
• 優れた取組を認定する制度を２０２４年度中に運用開始予定。

現行制度の対象区域と対象行為・規模

基本方針３ 先進的な取組の誘導と適切な進捗管理
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１ 第２回エネルギー部会の振り返り

２ 新たな計画の骨子（案）について

３ 次回のエネルギー部会について
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２ 新たな計画の骨子（案）について

次回の部会は、本日いただいたご意見や、2/12に予定している第１部会、2/27に予定している検討会の議論を踏まえ、
第３次都心まちづくり計画の素案をお示しする予定です。

第１章 計画の目的と位置づけ

序章 計画策定の背景

第２章 現状と課題

第３章 理念・目標と都心の構造

第４章 取組の方向

第６章 取組の進め方

３.１ 都心まちづくりの理念と目標

世界が憧れ、市民が誇れる
札幌・北海道の都心

理
念

３.２ 都心の基本構造

目標１

多様なひと・も
の・ことが集ま
り新たな産業・
文化・交流がう

まれる都心

目標２

四季を通じて
居心地がよく
歩きたくなる

都心

目標３

気候風土に即し
た先進的な取組
により脱炭素

化・強靭化が進
む都心

４.１ 目標の実現に向けた取組の方向

（１）目標１の実現に向けた
取組の方向

４.２ 都心の骨格構造の強化に向けた
取組の方向

第５章 重点的に進める取組

（１) 骨格構造 （２) エネルギー施策のエリア区分

ア 土地利用の状況
イ エネルギー利用の状況
ウ エネルギー施策のエリア区分

の設定

（２）目標２の実現に向けた
取組の方向

（３）目標３の実現に向けた
取組の方向


